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Ⅲ 章ごとの自己評価 

 

第１章第１章第１章第１章    基準１：設立の理念と目的基準１：設立の理念と目的基準１：設立の理念と目的基準１：設立の理念と目的    

１ 基準ごとの分析 

 

基準基準基準基準    ○当該教職大学院の理念・目的が法令（大学院設置基準第１条の２，等）に基づいて明確に定められ，人材養成の目的及び修○当該教職大学院の理念・目的が法令（大学院設置基準第１条の２，等）に基づいて明確に定められ，人材養成の目的及び修○当該教職大学院の理念・目的が法令（大学院設置基準第１条の２，等）に基づいて明確に定められ，人材養成の目的及び修○当該教職大学院の理念・目的が法令（大学院設置基準第１条の２，等）に基づいて明確に定められ，人材養成の目的及び修

得すべき知識・能力が明確になっていること。得すべき知識・能力が明確になっていること。得すべき知識・能力が明確になっていること。得すべき知識・能力が明確になっていること。    

    

【基準に係る状況】 

   本学大学院の目的は，学則第57条（貼付資料１－１－①）で次のとおり定めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門職大学院について，学校教育法第99条第2項は，「大学院のうち，学術の理論及び応用を教授研究し，高度の専門性が求

められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは，専門職大学院とする」と規定している。

これらを照合すれば，学則第57条に定めた目的は学校教育法第99条第１項，第2項並びに大学院設置基準第1条の２及び専門

職大学院設置基準第2条に規定された大学院の目的に合致している。 

 

また，教職大学院の理念・目的は，「履修

の手引（専門職学位課程）」（別添資料１－

１－②）及び大学のウェブページ（創設の

趣旨・目的）においても示している（貼付

資料１－１－③）。 

以上より，本学の教職大学院の理念・目

的は，専門職大学院に関する諸法令の趣旨

に合致し，人材養成の目的及びそれを達成

するために必要な資質・能力が明確にされ

ており，求められている基準を十分に満た

している。 

 

 

 

 

 

 

資料１－１－① 「国立大学法人鳴門教育大学学則（抜粋）」 

 

（出典 国立大学法人鳴門教育大学学則）参照URL http://www.naruto-u.ac.jp/kisoku/img/01gakusoku/101.pdf 

資料１－１－③ 「創設の趣旨・目的」 

（出典 国立大学法人鳴門教育大学ウェブページ 大学概要） 

参照URL http://www.naruto-u.ac.jp/kisoku/img/01gakusoku/101.pdf 
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基準基準基準基準    ○研究科又は専攻ごとの教育研究上の理念・目的が学則等に定められ，専攻分野に関する高度な専門的知識及び能力を修得さ○研究科又は専攻ごとの教育研究上の理念・目的が学則等に定められ，専攻分野に関する高度な専門的知識及び能力を修得さ○研究科又は専攻ごとの教育研究上の理念・目的が学則等に定められ，専攻分野に関する高度な専門的知識及び能力を修得さ○研究科又は専攻ごとの教育研究上の理念・目的が学則等に定められ，専攻分野に関する高度な専門的知識及び能力を修得さ

せるよう適切な配慮がなさせるよう適切な配慮がなさせるよう適切な配慮がなさせるよう適切な配慮がなされていること。れていること。れていること。れていること。    

 

【基準に係る状況】 

教職大学院には，主として現職教員を対象とする「学校・学級経営コース」，「学校臨床実践コース」，「授業実践・カリキュラ

ム開発コース」の３コースと，優れた新人教員を養成するための「教員養成特別コース」の計４コースを設置しており，教育研

究上の理念・目的を次のように定めている（貼付資料１－２－①）。 

資料１－２－① 「大学院学校教育研究科（専門職学位課程）の専攻・コースの目的」 

 

（出典 平成20年度入学者用「履修の手引（専門職学位課程）」） 
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また，教職大学院の理念・目的は，既設の修士課程の理念・目的と明確に区別し，ウェブページに明記している（貼付資料１

－1－③：３頁参照）。 

教職大学院において養成する人材像については，「履修の手引（専門職学位課程）」において，次のように示している（貼付資

料１－２－②）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職大学院の教育内容，指導体制の特色については，「履修の手引（専門職学位課程）」において，次のように示している（貼

付資料１－２－③）。 

資料１－２－③ 「教育内容，指導体制の特色」 

①現職教員，学卒学生，それぞれのキャリアに応じたきめ細かい教育 

②学校の教育活動や学校経営等の改善に連動した教育展開 

③実務家教員と研究者教員による協働指導体制 

④大学院学生の学修成果に関する総括的評価  

（出典 平成20年度入学者用「履修の手引（専門職学位課程）」） 

 

以上より，本学の教職大学院の教育研究上の理念・目的は，既設の修士課程の理念・目的と適切に区別し，それぞれの性格が

明確になっており，専攻分野に関する高度な専門的知識及び能力を修得させるよう適切に配慮している。 

 

 

基準基準基準基準    ○当該教職大学院の理念・目的が周知，公表されていること。○当該教職大学院の理念・目的が周知，公表されていること。○当該教職大学院の理念・目的が周知，公表されていること。○当該教職大学院の理念・目的が周知，公表されていること。    

 

【基準に係る状況】 

教職大学院の理念・目的については，ウェブページや「履修の手引」を通じて，全教職員・学生が常時，閲覧可能な状態にあ

り，さらに「鳴門教育大学概要」，「学生生活案内」，「鳴門教育大学教職大学院ガイドブック」，「学生募集要項」等の冊子を配付

していることや，新入学生に対してはオリエンテーション等で説明を行っていることから，周知されている。 

ウェブページにより，教職大学院の理念・目的を広く社会に公表するほか，大学院紹介ビデオの視聴も可能である（貼付資料

１－３－①）。また，「鳴門教育大学概要」，「鳴門教育大学教職大学院ガイドブック」等の冊子を，教育委員会や幼稚園，小学校，

中学校，高等学校，教育研修センター等の教育機関に送付・配付し，周知に努めている。さらに，大学が企画する「授業公開・

授業検討会」や「大学院説明会」等においてもこれらの資料等を通して周知している。 

教職大学院の教育目標の達成状況の検証は，授業評価，「授業公開・授業検討会」の実施等を通じて行っている。また，「カリ

資料１－２－② 「養成する人材像」 

「本専攻においては，一定の教職経験を有する現職教員を対象に「学校や地域において指導的役割を遂行できるスクールリーダー教

員」及び学部段階で教員としての基礎的・基本的な資質能力を修得した者を対象に「幅広い実践的対応力・展開力に優れた新人教員」

の養成を行う。 

スクールリーダーに関しては，教員のキャリア形成を考慮して，以下の３タイプの教員養成を行う。 

①学校経営において中核的な役割を担う教員の養成 

②生徒指導・教育相談に関する専門的知識をもつリーダー教員の養成 

③授業実践・カリキュラム開発に関する専門的知識をもつリーダー教員の養成 

また，新人教員に関しては，多様な児童の実態を理解し，適切に対応できる資質能力，授業を構想・展開・省察しうる資質能力，学

級集団を適切に形成・運営する資質能力を備え，意欲的に教職に取り組むことができる教員を養成する。」 

（出典 平成20年度入学者用「履修の手引（専門職学位課程）」） 
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キュラム開発チーム会議」を開催し，教育委員会や連携協力校関係者等からの意見を踏まえて，教育内容及び教育方法等の改善を

図っている。 

教職大学院の学生の学修成果に関する総括的評価について，「履修の手引」には次のように示しており（貼付資料１－３－②），

大学と教育委員会，連携協力校等とが連携し，学修成果のプレゼンテーションを通じて，達成状況を検証することとしている。 

以上より，教職大学院の理念･目的は，学内外に周知しており，また，教育目標の達成状況については適切に検証することとし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１－３－① 「鳴門教育大学大学院紹介ビデオ」   

 

（出典 鳴門教育大学ウェブページ 広報・公開） 

参照URL  http://www.naruto-u.ac.jp/01_soumu/0103_bunsyo/syoukai_bideo.html 
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２ 「長所として特記すべき事項」 

本学の教職大学院の定員は50 名であるが，そのうち 40 名を現職教員としている。その意味では，現職教員中心の教職大学院であ

る。その最大の特色は，単に院生個々人の力量アップを図ることのみならず，２年間を通して置籍校の管理職と相談しながら課題を

探り出し，同僚の協力を得ながら課題解決のプログラムを開発し，実践，評価するという「学校力」の向上をも視野に入れていると

ころにある。また，講義や演習，ゼミ等で学んだ理論の現実への適用可能性を探るという意味で，理論と実践の往還を実習科目の中

核に据えている。これらを通して，個別学校及び地域の学校のリーダーを育成することが，本学教職大学院の目的である。 

 

資料１－３－② 「大学院学生の学修成果に関する総括的評価」 

「修士課程では，修士論文により学修成果を判定するが，本専攻では修士論文に代えて，大学院学

生の実践力育成の観点から，学修成果の総括的評価を行う。２年間の学修を総括したものとして，学

校改善等の分析・プランニング，生徒指導等の実践，カリキュラム開発等の成果をまとめ，本学教員，

教育委員会，連携協力校等の関係者のもと，プレゼンテーションを実施する。これにより，大学院の

学修成果を本専攻と教育委員会及び連携協力校等が共同で確認し，本専攻における教育内容の質と水

準を担保する。」 

（出典 平成20年度入学者用「履修の手引（専門職学位課程）」） 
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基準基準基準基準領域領域領域領域２：入学者選抜等２：入学者選抜等２：入学者選抜等２：入学者選抜等    

１ 基準ごとの分析 

基準基準基準基準２－１２－１２－１２－１    ＡＡＡＡ    

    ○人材養成の目的に応じた入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められ，○人材養成の目的に応じた入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められ，○人材養成の目的に応じた入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められ，○人材養成の目的に応じた入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明確に定められ，公表公表公表公表されていること。されていること。されていること。されていること。    

［基準に係る状況］ 

入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に関しては，次のとおり明文化され，学生募集要項にて紙媒体ならびに WEB 上で公

表している（貼付資料２－１－①）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（基準の達成状況についての自己評価：Ａ） 

 １）アドミッションポリシーの明文化，広報の周知徹底により十分に達成している。 

 

基準基準基準基準２－２２－２２－２２－２    ＡＡＡＡ    

    ○教育理念及び目的に照らして，公平性，平等性，開放性が確保され○教育理念及び目的に照らして，公平性，平等性，開放性が確保され○教育理念及び目的に照らして，公平性，平等性，開放性が確保され○教育理念及び目的に照らして，公平性，平等性，開放性が確保され，適切な学生の受け入れが実施され，適切な学生の受け入れが実施され，適切な学生の受け入れが実施され，適切な学生の受け入れが実施されていること。ていること。ていること。ていること。    

［基準に係る状況］ 

入学者選抜方法について，「専門職学位課程（教職大学院）」では，出願書類（実践研究希望調書，授業実践の記録等）と口述試

験を採用している（別添資料２－１－②）。入学者の選抜は，大学院入試委員会の議を経て試験実施本部を設置し，試験監督員，試

験実施担当者に対し事前の説明会を開催し，実施方法を周知徹底した上で，出願時の提出書類の審査，筆記試験，口述試験を厳格に

実施することにより，各コース，各履修形態等の選択に適った学習履歴や実務経験等を的確に判断している。合否判定は，専攻会議

にて予め定められた審査基準及び採点基準に基づき専攻会議で予備判定し，その結果を原案として大学院入試委員会の議を経て研究

科委員会に諮り，最終合否判定を行うこととしている。試験うち，面接内容や筆記試験問題は募集要項や入試説明会等にて公開して

いる。 

《必要な資料・データ等》 

入学者選抜要項〔別添資料２－１－②〕 

入学試験問題及び面接試験の方法と形態（入学者選抜要項 Ｐ８～Ｐ11）〔別添資料２－１－②〕 

資料２－１－① 「平成22年度学生募集要項 アドミッションポリシー」 

アドミッションポリシー 

  

 学校教育研究科修士課程においては，広い視野に立って精深な学識を授け，学 

校教育に関する諸科学の総合的，専門的研究をとおして，その理論と方法の研究 

能力及び教育実践の場における教育研究の推進者となりうる能力を養い，初等中 

等教育教員としての高度の資質と力量の涵養を図ることを目的としています。 

 入学者の選抜にあたっては， 

① 教育者として，子どもに対する愛情と使命感を持つ現職教員 

② 教育に関する専門的知識を探求し，実践力をもった初等中等教育教員にな 

ることを志望する者 

を基本に選抜します。 

 学校教育研究科専門職学位課程（教職大学院）においては，幅広い視点からの 

問題分析力・対応力・解決力を有し，学校や地域で指導力を発揮できる教員を養 

成することを目的としています。 

 入学者の選抜にあたっては， 

① 学校や地域において指導的役割を遂行できるリーダー教員となることを志 

向し，高度な実践力を修得しようとする者 

② 学部段階で培われた教員としての資質能力の上に，優れた実践的対応力・ 

展開力を有し，新しい学校づくりの有力な一員となり得る教員を志向する者 

を基本に選抜します。 

（出典 平成22年度学生募集要項 巻頭） 
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入学者選抜の審査基準に関して定めた規則 

入学者選抜に関する組織体制及びそれが適切に運用されていることが分かる資料（入学者選抜試験実施要項 Ｐ２～Ｐ７）〔別添資

料〕 

（基準の達成状況についての自己評価：Ａ） 

１）教職大学院の入学者受入方針に沿って，審査基準及び採点基準を明確に定め，入学者選抜については，公平性，平等性，開放

性が確保され，適切な学生の受入態勢が十分に整っている。 

基準基準基準基準２－３２－３２－３２－３    ＡＡＡＡ    

    ○実入学者○実入学者○実入学者○実入学者数数数数が，入学定員と比較しが，入学定員と比較しが，入学定員と比較しが，入学定員と比較して適正て適正て適正て適正であであであであること。ること。ること。ること。    

［基準に係る状況］ 

教職大学院の入学定員50名に対して，平成21年度は志願者が53名と前年度の1.4倍増あり，入学者は47名(内現職教員37名）

と入学者数は前年度比３割増を達成したものの，定員充足には若干名で及ばなかった（貼付資料）。入学者増の要因は，教員養成特

別コースについて，昨年度の反省から適切な時期での募集要項配布に加えてＨＰの開設や大学訪問等による広報活動による周知徹底

が挙げられる（平成21年度の教育委員会等への訪問予定表を貼付資料としたいのですが・・・）。その一方，現職教員を対象とする

３コースについては，教育委員会や徳島県内の校長会への計画的訪問を実施し派遣増や新規開拓に努めた。地方自治体の緊縮財政か

ら派遣教員数の確保は厳しい状況にあるため，今後は教職大学院への派遣数は最大35名が限度と見込まれる。 

 

資料２－３－① 「高度学校教育実践専攻（教職大学院）入学者選抜状況」 

平成２０年度入学者選抜状況           

コース名等 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 

現職

教員 

学校・学級経営コース １０ 人 １４ 人 １４ 人 １４ 人 １４ 人 

学校臨床実践コース １５ 人 １１ 人 １１ 人 １１ 人 １１ 人 

授業実践・カリキュラム開発コース １５ 人 ８ 人 ８ 人 ８ 人 ８ 人 

学卒 教員養成特別コース １０ 人 ４ 人 ４ 人 ４ 人 ３ 人 

計 ５０ 人 ３７ 人 ３７ 人 ３７ 人 ３６ 人 

平成２１年度入学者選抜状況           

コース名等 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 

現職

教員 

学校・学級経営コース １０ 人 １２ 人 １２ 人 １２ 人 １２ 人 

学校臨床実践コース １５ 人 １１ 人 １１ 人 １１ 人 １１ 人 

授業実践・カリキュラム開発コース １５ 人 １５ 人 １５ 人 １４ 人 １４ 人 

学卒 教員養成特別コース １０ 人 １５ 人 １３ 人 １３ 人 １０ 人 

計 ５０ 人 ５３ 人 ５１ 人 ５０ 人 ４７ 人 

 

（出典 教務課資料「高度学校教育実践専攻（教職大学院）入学者選抜の概要」） 

 

（基準の達成状況についての自己評価：Ｂ） 

１）平成22年度においても実入学者数は定員に達しなかったが，実際の教育活動に関する情報提供による広報活動の効果が入学者

増に現れ，適正の範疇にあると考える。 
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 ２）単なる情報発信に止まらずアウトリーチな広報活動を計画し，教育委員会や校長会，大学や学校現場へ訪問し教職大学院の目

指す人材養成やカリキュラムの特色，入学や卒後の特待制度等について面会による説明を実施したことにより本学への信頼を得つ

つある。 

 

２ 「長所として特記すべき事項」 

 本専攻の危急の課題である定員充足への対応には，創意工夫と努力を積み重ねているところである。入学者選抜に係る主たる３点

を次に挙げる。第１点は，四国４県以外の遠隔地からの現職教員に対する大学と勤務校間の移動に係る経費軽減を目的とした「鳴門

教育大学教職大学院生（現職教員）支援基金」制度（修学資金の無利子貸与）や大学院修学休業制度を利用して修学する現職教員に

対する「特別免除」制度（授業料免状規程を改正）を設けた（別添資料を添付して下さい）。第２点は，教員養成特別コースの出願

要件について，従来の小学校教諭一種免許状取得者（取得見込み者を含む）に加えて，小学校教諭二種免許取得者（取得見込み者を

含む）で且つ幼稚園教諭，中学校教諭，養護教諭のいずれかの一種免許取得者（取得見込み者を含む）を平成23年度入学者選抜より

実施を予定している（別添資料を添付して下さい）。第３点は，広報活動を単に教職大学院制度の説明によるセールス活動に終わら

せず，本学の特色である教育に係る専門職業人育成のための総合的な質保証システム（カリキュラムの体系化，到達目標とカリキュ

ラムマップ，大学院生の自己評価等）をも加え，修学中，修学後のゴール点までを，教育委員会，学校，教員が展望できるような具

体的説明に努めた。その機会には，前記した機関に加えて平成20年度入学生の現職教員の勤務校に大学教員が実習指導に出向いた際

に，その教職員に対して実習内容の説明や指導等に絡ませて総合的な質保証システムについて説明することに努めた（カリキュラム

の体系化，到達目標とカリキュラムマップ，大学院生の自己評価に関する別添資料を添付して下さい）。 
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第４章第４章第４章第４章    基準４：教育の成果・評価基準４：教育の成果・評価基準４：教育の成果・評価基準４：教育の成果・評価    

１ 基準ごとの分析 

 

基準基準基準基準    ○各教職大学院の目的において意図している，学生が身につける学力，資質・能力や養成しようとする人材像等に照らして，○各教職大学院の目的において意図している，学生が身につける学力，資質・能力や養成しようとする人材像等に照らして，○各教職大学院の目的において意図している，学生が身につける学力，資質・能力や養成しようとする人材像等に照らして，○各教職大学院の目的において意図している，学生が身につける学力，資質・能力や養成しようとする人材像等に照らして，

教育の成果や効果が上がっていること。教育の成果や効果が上がっていること。教育の成果や効果が上がっていること。教育の成果や効果が上がっていること。    

 

【基準に係る状況】 

  学生の単位の修得状況については，平成21年度前期・後期に開講した全ての共通科目，コース別選択科目及び実習科目にお

いて，単位修得率は100%である（貼付資料４－１－①）。 

資料４－１－① 「単位修得状況（平成21年度開講分）」 

 

（出典 教務課資料「単位修得状況（平成21年度開講分）」） 
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  また，全ての科目において「大学院生による授業評価アンケート」を実施している（別添資料４－１－②～４－１－④）。教

職大学院独自に設置している「ＦＤ委員会」が，全ての授業評価結果に目を通し，委員会による授業評価を実施し，それぞれ

の授業に対して，その評価結果のコメントを付す体制を取っている（貼付資料９－１－①：56頁参照）。 

資料４－１－⑥ 「平成21年度「共通科目総計」「コース別選択科目・コース別総計」」 

 

（出典 教務課資料） 

 



鳴門教育大学大学院学校教育研究科高度学校教育実践専攻 第４章 

 - 31 -

アンケート項目については，「教師の実践力の習得に役立つ内容であった」，「学校現場のニーズと適合し，学校や地域のリー

ダーとして指導力を発揮するのに役立つ内容であった」といった，教職大学院の目的を踏まえた項目を設定している（別添資

料４－１－⑤）。集計・分析については，学部や既設の修士課程と同様の方法で行っている。その結果をみると，「授業概要」，

「授業内容」，「教員の授業の進め方」の多くの項目において５段階評価の４以上であり，なおかつ，「この授業は，自分にとっ

て満足できるものであった」という満足度を問う項目の平均も３．８以上である（貼付資料４－１－⑥）。 

以上より，教職大学院の授業内容は学生の期待を満たしている。 

 

さらに，学生からの意見聴取の機会を設定しており，授業内容や方法等に関する具体的な要望が提示されている。これらの

学生からの要望に対しては，専攻長から具体的な回答を示し，本学の方針の理解の周知に努めるとともに，「ＦＤ委員会」等に

おいて改善を図るよう取り組んでいる（別添資料３－１－⑨）。 

指導体制については，綿密な指導実施計画を立案して事前に学生に提示する手続きをとっている（貼付資料４－１－⑦）。ま

た，学生が学修のプロセスを振り返ることができるように，「学びのポートフォリオ」を設定し，「到達目標」に対して，現職教

員学生，学部新卒学生それぞれに合わせた「到達状況シート」「課題設定シート」（貼付資料９－１－？：掲載見込み）「週録」（貼

付資料３－１－⑤，３－１－⑥：13頁参照）の様式を作成して実施している。 

 

   資料４－１－⑦ 「平成21年度 現職３コースの実習に関する１年次前半の進め方（予定）」 

 

（出典 教務課資料） 

 

修了の認定基準及びその認定方法については，「鳴門教育大学学位規程」（貼付資料３－４－②：27 頁参照）において，既設

の修士課程と明確に分けて示しており，その内容や方法も「教職修士（専門職）」の学位認定に適切な設定を行っている。 

平成21年度には「鳴門教育大学学位規程」に基づき，２年次生による「最終学修成果報告書」とそのプレゼンテーション等を

もとに，評価判定委員会による合否判定を行った。合否は，学生ごとに構成された評価判定委員会の各委員が，現職教員学生，

学部新卒学生に対応した領域別評価と総合評価を行い，各委員会が判定した。領域別評価の結果は，学生の所属コース別の集計

結果（貼付資料４－１－⑧）のとおり，いずれのコースについても，全ての領域において平均値が標準値を上回っている。 
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資料４－１－⑧ 「最終学修成果に係る領域別評価」 

 

 

（出典 教務課資料） 

 

資料４－１－⑨ 「平成21年度 「最終学修成果報告書」実習課題一覧」 

 

（出典 教務課資料） 
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また，「最終学生課報告書」に示された実習課題（貼付資料４－１－⑨）は，その内容が現職教員学生は学校や地域の課題，

学部新卒学生は教師としての力量形成と密接に関連したものであり，教職大学院の目的に照らした内容となっている。 

以上より，教職大学院の目的に照らした教育の成果や効果が上がるような諸方策を取っており，授業評価や修了認定につ

いても基準を定め，適切に行っている。 

 

    

基準基準基準基準    ○教職大学院において，学生個人の成長および人材の育成を通じて，その成果が学校・地域に還元できていること。○教職大学院において，学生個人の成長および人材の育成を通じて，その成果が学校・地域に還元できていること。○教職大学院において，学生個人の成長および人材の育成を通じて，その成果が学校・地域に還元できていること。○教職大学院において，学生個人の成長および人材の育成を通じて，その成果が学校・地域に還元できていること。    

 

【基準に係る状況】 

教職大学院では，教育委員会等の関係者を交えた「教職大学院カリキュラム開発チーム会議」（貼付資料３－１－⑩：14頁参

照）を開催し，教育課程・教育方法について継続的に検討している（別添資料４－２－①）。その中で，教育委員会側から実習

課題と学校現場の課題との共有についての質問がなされるとともに，「校長の判断のもと教員が当該校の課題を持って，学校を

代表する形で大学院に入学する等の方策が考えられる」といった考え方が示されている。また，実習については，実習実施責

任者である校長による学生の評価と合わせて，実習の成果に関する意見聴取を実施している。 

このように，学校・地域の期待する人材の育成が進められるように，学校・地域と大学院の連携を図る実践と組織づくりを

進めている。 

    さらに，既設の修士課程の修了者，学部の卒業者に関しては，現任校の学校関係者からの意見聴取を既に実施しており，「大

学機関別認証評価 自己評価書」においてもその内容を公開している。教職大学院は平成21年度に初めての修了者を出した段

階にあり、今後は教職大学院においても同様の意見聴取を実施する予定である。 

  以上より，学生の成長及び人材の育成を通じて，その成果を学校・地域に還元する体制が構築できている。 

 

 

２ 「長所として特記すべき事項」 

本学の教職大学院では，学部新卒学生を対象とした「教員養成特別コース」を現職教員学生から独立したコースとして設定

している。そこでは，教育現場から求められる力量が異なっていることから，学内でも独自の指導内容を構成するように工夫

している。例えば，その学修の成果を振り返ることができるようにするための「課題設定シート」「週録」の作成においても，

それぞれで異なる課題と異なる様式が設定されている。また，学生による授業評価においても，例えば実習は現職教員学生と

はその目的が異なっていることから，コース独自の評価観点を設定し，評価を行うことで，その結果を実習カリキュラムの改

善に生かすように工夫している。 

教職大学院では各授業ごとに到達目標を設定し,その教育・学修の成果を到達目標の達成度によって評定する手続きをとって

いる。各授業については，学生による授業評価を実施している。学生には，単位認定のための総合評価とは別に，到達目標の

観点ごとの評定（各授業における個別評定を，観点ごとに平均した総合評定）を示している。さらに，学生自身による到達度

に関する自己評価を実施して，学修の成果を確認できるように工夫している。 
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基準領域５ 学生の支援体制      

１ 基準ごとの分析 

基準５－１ Ａ 

基準 ○学生相談・助言体制，キャリア支援等が適切に行われていること。 

【基準に係る状況】 

学生への修学や生活面での支援策としては，入学時に２日間にわたり教育課程，履修手続，学生生活に関する全学的なガイダン

スを実施し，さらに教職大学院，コースにおいても詳細なオリエンテーションを実施している。 

  １年次には教職大学院４コースによる横断的編成，２年次にはコースごとの編成による院生研究室がそれぞれに設置されている。 

そして，学生の修学や生活の状況に関する相談や意見を聞き，指導，助言に応じる担任教員を配置している。 

  『授業概要（シラバス）』には，授業担当教員のオフィスアワーの曜日，時限等と，メールアドレス等が記載されている。「教職 

大学院オリエンテーション配布資料」には，教職員名簿が記載されている。担当コースや職名に加え，研究室の所在，内線番号， 

メールアドレスが明示されている。 

教職大学院においては，学生の意見や相談を聴取する場を設定（不定期，年間４回程度）し，具体的，個別的な要望，意見の聞

き取りを行っている。学びのポートフォリオとして毎週提出される週録にも，学生が，気づいた点を記入する欄が設けられている。 

学部卒学生に対する進路選択のための支援は，全学的な体制において行っている。特に，教員採用試験に係る指導においては，

就職委員会委員19人と平成16年に設置された「就職支援室」内の教員就職支援チーフアドバイザー（常勤）及び大学院就職支援

アドバイザー（非常勤）が担当している（貼付資料５－１－①）（貼付資料５－１－②）。また，全学的な指導体制の他に，学生の

ニーズに応じて，学校現場，教育委員会事務局勤務経験のある教職大学院の教員等によって個別指導を実施している。 

身体に障害のある学生への施策として，本学の本部棟・講義棟にエレベーターを設置するとともに，構内のバリアフリーや手す

りの設置など安全対策を講じており，施設・設備面からの支援を実施している。 

 

 

 

 

 

資料５－１－① 「就職支援室体制図」 

 

                                       （出典 学生課資料：就職支援室体制図） 
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　平成２０・２１年度就職支援行事　平成２０・２１年度就職支援行事　平成２０・２１年度就職支援行事　平成２０・２１年度就職支援行事

年　 月年　 月年　 月年　 月 日　 時日　 時日　 時日　 時 行   事   名   等行   事   名   等行   事   名   等行   事   名   等 内　　　　　　 容内　　　　　　 容内　　　　　　 容内　　　　　　 容 講　 　　師 　　　等講　 　　師 　　　等講　 　　師 　　　等講　 　　師 　　　等 備　考備　考備　考備　考

平成２０年

７月
１６日(水) 教採対策ガイダンス(準備編)

教育実習と教員採用試験との関連性・学習

方法について
本学教員（榊）

１５日(水) 大学院就職説明会 大学院生への進路指導 大学院生就職支援アドバイザー

本学教員

学外教職等関係者

２９日(水) 就職ガイダンス(企業) 企業への就職活動について リクルート関係者
 

教採対策ガイダンス(論作文編) 教員採用試験対策 本学教員（榊） ※１

教採対策ガイダンス(基礎編) 教員採用試験対策 本学教員（榊） ※ ２

就職ガイダンス(公務員) 公務員試験対策について 東京アカデミー高松校関係者

１２日(水) 就職ガイダンス(面接マナー) 面接試験対策①(面接準備) オフィス・リプルの代表者

１９日(水) 就職ガイダンス(面接マナー) 面接試験対策②(個人面接) オフィス・リプルの代表者

２６日(水) 就職ガイダンス(面接マナー) 面接試験対策③(集団面接) オフィス・リプルの代表者

２９日(土) 教採実技ガイダンス（個人） 模擬授業・個人面接(１回目) 本学教員及び学外教職関係者

　３日(水) 就職ガイダンス(面接マナー) 面接試験対策④(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ) オフィス・リプルの代表者

１７日(水) 就職ガイダンス(面接マナー) 面接試験対策⑤(まとめ) オフィス・リプルの代表者

平成21年1月 各教育委員会への情報収集
 

１８日(水) 就職ガイダンス(公務員) 公務員採用試験制度について 人事院四国事務局外関係者
 

２８日(土) 教採実技ガイダンス（集団） 模擬集団面接(１回目) 本学教員
 

３月 　４日(水) 教員採用模擬試験 受験希望者(１回目) 時事通信社の問題

教員採用試験対策説明会 教員志望学生への指導・助言 本学教員

教採対策ガイダンス(実践編) 一般・教職教養科目等 本学教員 ※３

中旬
教員採用試験説明会（横浜市・大

阪府）
横浜市・大阪府教採について 教育委員会関係者

下旬
教員採用試験説明会（大阪市・神

奈川県・京都府）
大阪市・神奈川県・京都府教採について 教育委員会関係者

２５日(土) 教員採用模擬試験 受験希望者(２回目) 時事通信社の問題

上旬 教員採用試験説明会（京都市） 京都市教採について 教育委員会関係者
 

中旬
教員採用試験説明会（徳島県・広

島県・兵庫県・神戸市）

徳島県・広島県・兵庫県・神戸市教採につ

いて
教育委員会関係者

 

下旬
教員採用試験説明会（高知県・香

川県）
高知県・香川県教採について 教育委員会関係者

３０日(土) 教採実技ガイダンス（個人） 模擬授業・個人面接(２回目) 本学教員及び学外教職関係者
 

２０日(土) 教採実技ガイダンス（集団） 模擬集団面接(２回目) 本学教員及び学外教職関係者
 

上旬～ 教採実技ガイダンス（音楽） 音楽実技(弾き歌い：２回実施) 本学教員（木村)

　２日(水)～ 教採対策ガイダンス(直前編) 教員採用試験直前講座 本学教員 ※４

上旬 教採実技ガイダンス（体育） 体育実技(ﾎﾞｰﾙ･器械運動･水泳:４回実施) 本学教員（坂本,梅野,藤田,南)

上旬 教採実技ガイダンス（美術） 図画実技(鉛筆素描：１回実施) 本学教員（武市,山田）

下旬 教採二次対策ガイダンス 神奈川県・東京都等対策 本学教員

８月 中旬 教採二次対策ガイダンス 徳島県・大阪府・兵庫県等対策 本学教員

　　備考　※１　平成２０年１１月５日，１２月１０日，平成２１年３月４日に実施

　　（大学院生用特別講座：平成２０年１１月１０日に実施）

　　　　　※２　平成２０年１１月５日から平成２１年３月４日までの間に実施

　　（大学院生用特別講座：平成２０年１１月１７日から平成２１年２月２３日までに実施）

　　　　　※３　平成２１年４月１０日から平成２１年６月２５日までの間に実施

　　　　　※４　平成２１年７月１日から平成２１年７月９日までの間に実施

本学出身の教職就職者

 

７月

４月

５月

６月

本学出身教職関係者との情報交

換会

本学出身教職関係者による教採採用状況等

について

１０日(金)

１４日(土)

３年次生合宿研修 ３年次生への進路指導・就職活動体験談等

１２月

２月

２３，２４日

(木,金)

１１月

　５日(水)

１０月
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ハラスメント防止対策については，全学で規程や行動指針を設定して取り組んでいる。特に，セクシャル・ハラスメントに関し

ては，「セクシャル・ハラスメントの防止等に関する規程」を定め（貼付資料５－１－③），心身健康研究教育センターの相談員及

び学長の指名する相談員等が相談にあたる体制を整えている。このことはパンフレット等の配布等により，学生に周知されている

（貼付資料５－１－④）。アカデミック・ハラスメントの防止に関しては，「鳴門教育大学におけるセクシュアル・ハラスメント等

の防止のための教育研究指導等の行動指針」を制定している（貼付資料５－１－⑤）。 

 

資料５－１－③ 「セクシャル・ハラスメントの防止等に関する規程（抜粋）」 

（目的） 

第１条 この規程は，国立大学法人鳴門教育大学（以下「本学」という。）のすべての職員，学生，幼児・児童・生徒及びその保護者並びに

関係者（以下「職員等」という。）が個人として尊重され，修学，就労，教育及び研究上（以下「修学上等」という。）の環境を保護し維

持するため，セクシュアル・ハラスメント（性的嫌がらせ）（以下「セクシュアル・ハラスメント」という。）の防止とその対応等につい

て必要な事項を定めることを目的とする。 

（出典 セクシャル・ハラスメントの防止等に関する規程） 

 

 

資料５－１－④ 「パンフレット『「なくそう！ハラスメント！！』（抜粋）」 

 

 

（出典 パンフレット『「なくそう！ハラスメント！！』） 
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資料５－１－⑤ 「鳴門教育大学におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止のための教育研究指導等の行動指針」 

 

（出典 ウェブページ [教育・キャンパスライフ]） 

参照URL http://www.naruto-u.ac.jp/01_soumu/0101_soumu/harasumentonituite/harasumenntobousi.html 

 

 

 

 

 

学生の健康相談・生活相談に関しては，本学の学生課内に設置する「学生総合相談室」及び心身健康研究教育センターに設置す

る「学生相談室」において，学生のあらゆる問題，疑問，悩み事の相談に応じる等の支援体制が設けられている（貼付資料５－１

－⑥）。「学生総合相談室」の相談員は，担当の教員や事務職員が勤めており（貼付資料５－１－⑦），「学生相談室」では，専門の

医師と看護師が１人ずつ（常勤），専門カウンセラー（非常勤）及び臨床心理士または医師の資格をもつ教員７人が「精神保健相談」

として対応している（貼付資料５－１－⑧）。 
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   資料５－１－⑥ 「学生総合相談体制」 

 

  （出典 学生課資料：学生総合相談体制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－１－⑦ 「学生総合相談室」※平成21年度版に変更してください 

 

 

（出典 ウェブページ [教育・キャンパスライフ]） 

参照URL http://www.naruto-u.ac.jp/06_gakusei/0601_gakusei/gakusei-soudan.html 
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資料５－１－⑧ 「心身健康センター『「精神保健相談』」 ※平成21年度版に変更してください 

 

（出典 ウェブページ [教育・キャンパスライフ]） 

参照URL http://www.naruto-u.ac.jp/06_gakusei/0666_health-c/soudan2.htm 

 

（基準の達成についての自己評価：Ａ） 

１）教職大学院においては，学習環境に適した施設設備が整備されている。また，学生の健康相談，生活相談，各種ハラスメント

への相談・助言体制及びキャリア支援に関しては，オフィスアワー，電子メールの活用及び担任制に加え，学内各機関との連携

体制が整備されている。これらのことから，基準５－１は十分に達成できているといえる。 

基準５－２ Ａ 

○学生への経済支援等が適切に行われていること。 

【基準に係る状況】 

学生に対する経済支援については，本学の支援体制に基づいている。具体的には，「鳴門教育大学入学料，授業料及び寄宿舎料の

免除等に関する規程」を定め，学生の経済面での援助を行うほか（貼付資料５－２－①），奨学金に関しては「鳴門教育大学日本学

生支援機構奨学生推薦選考基準」等を定め，日本学生支援機構に推薦等を行っている。 

また，大学院修学休業制度を利用して在学する者を対象とする「授業料特別免除制度」（全額免除）を創設し，平成20年度入学

生から適用している。 

平成21年度からは，「鳴門教育大学教職大学院生（現職教員）支援基金要項」を定め，教職大学院の現職教員学生を対象に，勤

務校実習に係る往復旅費等の負担軽減に資するため，支援金貸与の制度を設けている。（貼付資料５－２－②） 
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（基準の達成についての自己評価：Ａ） 

１）教職大学院における経済的支援体制は，入学料，授業料及び寄宿舎料の免除，支援金貸与等が実施され，整備されている。 

これらのことから，基準５－２は十分に達成できている。 

 

２ 「長所として特記すべき事項」  

  週録，担任制，教職大学院での意見聴取及び学長との懇談会等を通して，学生のニーズの把握が適切に行われ，学生の修学や生

活支援に貢献している。平成20年度の学長懇談会で要望された「県外者の実習のための交通費負担への経済面での補助」は，平成

21年度「鳴門教育大学教職大学院生（現職教員）支援基金」として実現された。 

 

 

 

 

 

 

 

資料５－２－① 「鳴門教育大学入学料，授業料及び寄宿舎料の免除等に関する規程（抜粋）」 

第１章 総則 

  （趣旨）                                                       

第１条 鳴門教育大学学則(平成１６年学則第１号。以下「学則」という。)第96条第２項の規定に基づく入学料の免除及

び徴収猶予，授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除（以下「入学料，授業料及び寄宿料の免除等」という。）

の取扱いについては，他に別段の定めのあるもののほか，この規程の定めるところによる。 

  （免除等の対象者） 

第２条  入学料の免除及び徴収猶予の対象となる者は，鳴門教育大学（以下「本学」という。）に入学する者とし，授業

料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除の対象となる者は，本学学生とする。ただし，研究生，科目等履修生等に 

ついては，第19条第１項第１号， 第２号及び第２５条に規定する免除を除き，対象としない。 

（出典 鳴門教育大学入学料，授業料及び寄宿舎料の免除等に関する規程） 

資料５－２－② 「鳴門教育大学教職大学院生（現職教員）支援基金要項（抜粋）」 

（趣旨） 

第１条 この要項は，鳴門教育大学教職大学院生（現職教員）支援基金（以下「基金」という。）に関し必要な事項を定め

る。 

（目的） 

第２条 基金は，鳴門教育大学学校教育研究科高度学校教育実践専攻に在籍する現職教員（以下「教職大学院生（現職教員） 

 という。」）の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。 

（出典 鳴門教育大学教職大学院生（現職教員）支援基金要項） 
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第第第第６６６６章章章章    基準基準基準基準６６６６：：：：教員組織等教員組織等教員組織等教員組織等    

１ 基準ごとの分析 

 

基準基準基準基準    ○○○○教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。教育課程を遂行するために必要な教員が適切に配置されていること。    

 

【基準に係る状況】 

実践的指導力のある優れた教員を養成するという本学の教育目標を実現するため，教員組織編制のための基本方針を「国立

大学法人鳴門教育大学学則」（貼付資料６－１－①）及び「鳴門教育大学教育研究組織規則」（貼付資料６－１－②）に定めて

いる。平成20年度からは，従来までの「５部制」及び「講座制」を廃止し，学部・大学院に捉われない新たな教員組織として，

学問領域で構成する「教育部」及び「コース」を新設し，社会のニーズに即した弾力的かつ効率的な学部・大学院教育を行う

教員組織を構成している。 

資料６－１－① 国立大学法人鳴門教育大学学則（抜粋） 

第４節 組織 

（学内教育研究施設）                                                       

第１５条 本学に，地域連携センター，実技教育研究指導センター，高度情報研究教育センター，小学校英語教育センター，教員

教育国際協力センター及び予防教育科学教育研究センターを置く。 

（厚生補導施設） 

第１６条 本学に心身健康研究教育センターを置く。 

（教員組織）                                                   

第１９条 本学に，教育研究上の目的を達成するための組織として，教育部を置く。 

（センター部）                                                    

第２１条 本学に地域連携センター，実技教育研究指導センター，高度情報研究教育センター，小学校英語教育センター，教員教

育国際協力センター及び心身健康研究教育センターを統括するセンター部を置く。 

（出典 国立大学法人鳴門教育大学学則） 

参照URL http://www.naruto-u.ac.jp/kisoku/img/01gakusoku/101.pdf 

 

資料６－１－② 鳴門教育大学教育研究組織規則（抜粋） 

   第１章 総則 

        第１節 趣旨 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，鳴門教育大学（以下「本学」という。）の教育研究組織について定める。 

      第２章 教員組織 

        第１節 教育部 

 （教育部） 

第２条 本学に，教員組織として次の学問領域で構成する教育部を置く。 

       教育部              学 問 領 域 

 基礎・臨床系教育部  教育学，心理学，医学等 

 人文・社会系教育部   国語科教育，英語科教育，社会科教育，人間科学等 

 自然・生活系教育部   数学科教育，理科教育，技術科教育，家庭科教育等 

 芸術・健康系教育部   音楽科教育，美術科教育，保健体育科教育等 

２ 本学の教員（附属学校教員を除く。）は，前項に規定する何れかの教育部に所属する。 

（出典 鳴門教育大学教育研究組織規則） 

参照URL http://www.naruto-u.ac.jp/kisoku/img/02kanriunei/206.pdf 

 

教職大学院においては，専任教員は，研究者教員12名，実務家教員10名（うち，１名はみなし実務家）と，専門職大学院

設置基準の教員数11名を大きく上回るとともに，バランスよく配置することで，理論と実践のそれぞれの立場からの考え方や

知識の提供が可能な体制を構築している。また，教職大学院の授業を担当する専任教員のうち，実務家教員が占める割合は約

45％であり，専門職大学院設置基準に定める数の「概ね４割以上」を確保している（貼付資料３－２－①：15 頁参照）。理論

と実践の融合を図る視点からも，十分な教育組織となっている。教職大学院において中核となる実習科目及び実習と連動する
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コース別選択科目（実践課題探求）については，全ての科目において教職大学院の専任教員が担当している（貼付資料６－１

－③）。 

資料６－１－③ 「授業科目及び担当教員一覧（抜粋）」 

 

（出典 鳴門教育大学大学院学校教育研究科高度学校教育実践専攻（教職大学院）設置計画に係る補正計画書） 

 

以上より，教員は，各教育部に所属するが，それぞれの定員配置については，大学院設置基準に準拠した定員管理計画に基

づき，教育研究評議会及び役員会の審議を経て行っており，教育課程を遂行するために必要な教員を適切に配置している。 

 

教員の教育・研究に関する業績の公開については，「教育研究者総覧」，「自己評価結果報告書」をウェブページで公開してい

る（貼付資料６－１－④，６－１－⑤）。また，学長裁量経費や教育研究プロジェクト経費等に基づく研究成果についても公表

している（貼付資料６－１－⑥）。 
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以上より，教員の教育上及び研究上の業績等を適切に公表している。 

資料６－１－④ 「国立大学法人鳴門教育大学教育研究者総覧」 

 

（出典 国立大学法人鳴門教育大学ウェブページ 研究者総覧） 

参照URL http://www.naruto-u.ac.jp/db/faculty/ 

 

資料６－１－⑤ 「国立大学法人鳴門教育大学教育研究者総覧」 

 

（出典 国立大学法人鳴門教育大学ウェブページ 法人情報 自己評価結果報告書） 

参照URL http://www.naruto-u.ac.jp/01_soumu/0102_kikaku/nenji-top.html 
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資料６－１－⑥ 「教育研究支援プロジェクト経費一覧（抜粋）」 

 

 

（出典 国立大学法人鳴門教育大学ウェブページ 教育・研究活動 教育研究支援プロジェクト経費一覧） 

参照URL http://www.naruto-u.ac.jp/02_kaikei/0204_kenkyu/ichiran.htm 
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基準基準基準基準    ○教員の採用及び昇格等の基○教員の採用及び昇格等の基○教員の採用及び昇格等の基○教員の採用及び昇格等の基準が，適切に定められ，運用されていること。準が，適切に定められ，運用されていること。準が，適切に定められ，運用されていること。準が，適切に定められ，運用されていること。    

 

【基準に係る状況】 

    本学の教員選考については，「国立大学法人鳴門教育大学教員選考規程」で，教員選考を適正かつ円滑に行うために必要な手

続きについて定めており（貼付資料６－２－①），「国立大学法人鳴門教育大学教員選考基準に関する規則」（貼付資料６－２－

②），「国立大学法人鳴門教育大学の教員選考手続きに関する申合せ」（貼付資料６－２－③）等に基づき，原則公募制としてい

る。特に，「教員選考調書」の「業績目録」中に，研究業績に加え「教育上の能力」に係る項目を設けるなど，適切に運用して

おり，教職大学院において必要とされる教育研究上の指導能力の評価を十分に行っている。 

資料６－２－① 「国立大学法人鳴門教育大学教員選考規程（抜粋）」 

（趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人鳴門教育大学教員選考基準に関する規則（平成１６年規則第２１号）に基づく教授，准教授，講

師及び助教（以下「教員」という。）の選考を適正かつ円滑に行うために必要な手続きについて定める。 

（出典 国立大学法人鳴門教育大学教員選考規程） 

参照URL http://www.naruto-u.ac.jp/kisoku/img/03jinji/311.pdf 

 

資料６－２－② 「国立大学法人鳴門教育大学教員選考基準に関する規則（抜粋）」 

（趣旨） 

第１条 この規則は，国立大学法人鳴門教育大学の教員（教授，准教授，講師，助教及び助手をいう。）の選考基準について定める。 

（選考基準） 

第２条 教員の選考は，次条から第７条までに規定する資格を有する者について，人格，識見，教育研究業績，経歴，学会及び社会

における活動，健康状態等を総合的に審査して行う。 

（出典 国立大学法人鳴門教育大学教員選考基準に関する規則） 

参照URL http://www.naruto-u.ac.jp/kisoku/img/03jinji/310.pdf 

 

資料６－２－③ 「国立大学法人鳴門教育大学の教員選考手続きに関する申し合わせ（抜粋）」 

 

１ 国立大学法人鳴門教育大学教員選考委員会要項第４条第２項に規定する教員の公募の申出は，別記様式第１号の教員公募申請書

を提出して行うものとする。 

２ 国立大学法人鳴門教育大学教員選考規程第６条の規定に基づき学長に提出する教員選考候補者決定報告書及び国立大学法人鳴門

教育大学教員選考委員会要項第７条の規定に基づき人事委員会委員長に提出する教員選考候補者選定報告書に添付する教員選考調

書及び業績目録は、別記様式第２号により作成するものとする。 

（出典 国立大学法人鳴門教育大学教員選考手続きに関する申合せ） 

また，「徳島県教育委員会との人事交流に関する協定書」（別添資料６－２－④）に基づき，３年任期の小学校の現職教員

１名を准教授として採用するとともに，教職経験及び教育関連行政における勤務経験等，豊富な実務経験を有するみなし実

務家教員を配置することで，実践現場の動きを恒常的に導入するための配慮を行っている。 

なお，「国立大学法人鳴門教育大学教員の再任手続きに関する細則」を制定し運用することで，人事の活性化を図り，流動

性を高めている（貼付資料６－２－⑤）。 

資料６－２－⑤ 「国立大学法人鳴門教育大学教員の再任手続きに関する細則（抜粋）」 

（趣旨） 

第１条 この細則は，国立大学法人鳴門教育大学教員の任期に関する規程（平成１８年規程第２号。以下「規程」という。）第６条

の規定に基づき，国立大学法人鳴門教育大学（以下「本学」という。）の教員の再任手続きに関し，必要な事項を定める。 

（再任審査） 

第２条 教員の再任審査は，教育研究評議会において行う。 

２ 前項の教員の再任審査は，第４条第４項で定める業績評価報告書により行うものとする。 

 （業績評価） 

第３条 規程第４条第１項で定める業績評価は，人事委員会が行う。 

（出典 国立大学法人鳴門教育大学教員の再任手続きに関する細則） 
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教員の年齢及び性別の構成に関しては，貼付資料６－２－⑥に示すとおりである。 

資料６－２－⑥ 「教職大学院男女別年齢構成」 

 

（出典 教務課資料） 

 

また，教員の昇格基準は，「教員選考基準」に採用基準と昇格基準を明記しており（貼付資料６－２－⑦），それに基づき，

教授，准教授，講師，助教については教員選考委員会を組織し，人事委員会，教育研究評議会の審議を経て決定している。 

  以上より，教員の採用及び昇格等の基準を適切に定め，運用している。 

資料６－２－⑦ 「国立大学法人鳴門教育大学教員選考基準に関する規則（抜粋）」 

（教授の資格） 

第３条 教授となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能

力を有すると認められる者とする。 

 (1) 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し，研究上の業績を有する者 

 (2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者 

 (3) 学位規則（昭和２８年文部省令第９号）第５条の２ に規定する専門職学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含

む。以下「専門職学位」という。）を有し，当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者 

 (4) 大学において教授，准教授又は専任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。）のある者 

 (5) 芸術，体育等については，特殊な技能に秀でていると認められる者 

 (6) 専攻分野について，特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 

  (7) 初等中等教育において特に優れた教育経験を有し，かつ，教育行政，学校運営又は教育相談等において，特に優れた実績を有

すると認められる者 

（准教授の資格） 

第４条 准教授となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，大学における教育を担当するにふさわしい教育上の

能力を有すると認められる者とする。 

 (1) 前条各号のいずれかに該当する者 

 (2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴（外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。）のある者 

 (3) 修士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。）又は専門職学位を有する者 
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 (4) 研究所，試験所，調査所等に５年以上在職し，研究上の業績を有する者 

 (5) 専攻分野について，優れた知識及び経験を有すると認められる者 

 (6) 初等中等教育において優れた教育経験を有し，かつ，教育行政，学校運営又は教育相談等において，優れた実績を有すると認

められる者 

（講師の資格） 

第５条 講師となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 (1) 第３条又は前条に規定する教授又は助教授となることのできる者 

 (2) その他特殊な専攻分野について，大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者 

（助教の資格） 

第６条 助教となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能

力を有すると認められる者とする。 

 (1) 第３条各号又は第４条各号のいずれかに該当する者 

 (2) 修士の学位（医学を履修する課程，歯学を履修する課程，薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主

たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については，学士の学位）又は専門職学位を有する者 

 (3) 専攻分野について，知識及び経験を有すると認められる者 

（助手の資格） 

第７条 助手となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

 (1) 学士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 

 (2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者 

（出典 国立大学法人鳴門教育大学教員選考基準に関する規則） 

 

 

基準基準基準基準    ○教育の目的を遂行するための基礎となる教員の研究活動等が行われていること。○教育の目的を遂行するための基礎となる教員の研究活動等が行われていること。○教育の目的を遂行するための基礎となる教員の研究活動等が行われていること。○教育の目的を遂行するための基礎となる教員の研究活動等が行われていること。    

 

【基準に係る状況】 

教員の教育・研究活動に関する評価は，「国立大学法人鳴門教育大学評価委員会」の下，「自己点検・評価」及び「業績評価」

として実施している（別添資料６－３－①，６－３－②）。その結果は，教員個人の教育・研究活動に対する自己啓発に資する

とともに，教育・研究費の配分及び給与に反映している。教員の教育・研究の状況については，研究者総覧，自己評価結果報

告書，シラバスに明記し公開している。 

    教職大学院においては，「自己点検・評価委員会」，「連携協力校運営チーム」，「ＦＤ委員会」を組織し，教育課程の編成・評

価・開発を行っている。前述のとおり，全ての授業に対し「大学院生による授業評価アンケート」を実施し，その結果を受け

て教員が報告書を作成し，さらにその報告書にＦＤ委員会が評価結果のコメントを付す体制を取っており，授業の改善に活用

している。 

    授業担当教員の研究活動内容は，「教育研究者総覧」に示すとおりであり，教育内容と教員の研究活動との整合性は図られて

いる。また，鳴門教育大学，兵庫教育大学，上越教育大学の３教育大学による「教職大学院の実習等のＦＤシステム共同開発」

が，文部科学省大学改革推進事業「専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進プログラム」（平成 20～21 年度）に

採択され，現在，これまでの３教育大学の学校教育における実践研究の成果や連合大学院の連携を活かし，教職大学院のカリ

キュラムの中核を担う「実習」，「課題研究」に焦点化したＦＤシステムを開発するための共同研究を行っている。 

 以上より，教育の目的を遂行するための基礎となる教員の研究活動等が実施できている。 

 

 

基準基準基準基準    ○○○○教育課程を遂行するために必要な教育支援者（例えば事務職員，技術職員等）が適切に配置されていること。教育課程を遂行するために必要な教育支援者（例えば事務職員，技術職員等）が適切に配置されていること。教育課程を遂行するために必要な教育支援者（例えば事務職員，技術職員等）が適切に配置されていること。教育課程を遂行するために必要な教育支援者（例えば事務職員，技術職員等）が適切に配置されていること。    

 

【基準に係る状況】 

教職大学院の教育課程を遂行するために必要な教育支援者として，教務課に教育支援担当の事務職員を配置している。また，

教職大学院の円滑な実習運営等を行うことを目的として設置している教育支援組織「教職大学院コラボレーションオフィス」
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を設置し，オフィス長（専任教員１名）とコーディネーター（各コースより専任教員１名，計４名）とともに，専従のチーフ

コーディネーター（実務経験者１名）と事務スタッフ（１名）が教育課程を遂行するための企画及び運営，院生からの履修相

談等支援を行っている（貼付資料６－４－①）。 

 以上より，教育課程を遂行するために必要な教育支援者を適切に配置している。 

 

  資料６－４－① 「教職大学院コラボレーションオフィス」 

 

（出典 教務課資料） 

 

 

基準基準基準基準    ○授業負担に対○授業負担に対○授業負担に対○授業負担に対して適切に配慮されていること。して適切に配慮されていること。して適切に配慮されていること。して適切に配慮されていること。    

 

【基準に係る状況】 

教職大学院の授業科目は，学年進行中のため全てを開講するに至っていないが，教職大学院設置計画書のとおり計画的に実

施している。開設授業科目に対する専任教員が担当する授業科目，担当単位数は平均 1.3 単位であり，専任教員個々が担当す

る授業担当単位数は平均 18.9 単位である（別添資料６－５－①）。このように教職大学院の専任教員が担当する授業数は，大

きな偏りはなく，適切に担当を割り振っている。 

また，教職大学院と既設の修士課程等を担当する専任教員（ダブル専任３名）が教職大学院の授業を担当することによる負

担については，コース所属教員が均等に担当しており，負担を軽減している（別添資料６－５－②）。 

さらに，教職大学院の各コース担当の学生定員に対する各教員の学生指導数は平均2.47人であり，適切に担当を割り振って

いる（貼付資料６－５－③）。  
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資料６－５－③ 「学生指導の状況」    

    

（出典 企画課資料） 

    

    

    

基準基準基準基準    ○連携協力校との連絡調整のための組織が整備されていること。○連携協力校との連絡調整のための組織が整備されていること。○連携協力校との連絡調整のための組織が整備されていること。○連携協力校との連絡調整のための組織が整備されていること。    

 

【基準に係る状況】 

教育委員会，連携協力校との連絡調整・連携をより一層推進する組織として，「コラボレーションオフィス」を設置し（貼

付資料６－４－①：46頁参照），実習の運営に関する教育委員会，連携協力校との連絡・調整業務，研修支援，研究支援に関

する企画業務を実施している。実習中に生じる問題対応は，原則として，このオフィスが行うこととしている。実習校側から

連絡を受けた後，コーディネーターが連絡調整を行い，問題の解決に当たるとともに，訪問指導等のスケジュール管理も行っ

ている。 

    また，「連携協力校運営チーム」を設置し（貼付資料３－２－⑫：25頁参照），実習科目全般に関する企画・評価，教授法・

評価法の開発，実習担当教員及び実習実施担当者に対するＦＤ，実習の評価等を実施している。 

    以上より，連携協力校との連絡調整のための組織を整備している。 

 

 

 

基準基準基準基準    ○教育課程，授業科目の実施における教員間の連絡調整のための組織が整備されていること。○教育課程，授業科目の実施における教員間の連絡調整のための組織が整備されていること。○教育課程，授業科目の実施における教員間の連絡調整のための組織が整備されていること。○教育課程，授業科目の実施における教員間の連絡調整のための組織が整備されていること。    

 

【基準に係る状況】 

教育課程，授業科目の実施における教育間の連絡調整と意思決定は，教職大学院の専任教員の全員が参加する「専攻会議」

を設置し（貼付資料６－７－①），月１回定例の会議を開催している。 

    また，２週間に１回程度「コラボ会議」（構成：コラボレーションオフィスのオフィス長，コーディネーター，事務担当者）

を設置し，教育委員会，連携協力校等と迅速に対応できる体制としている。 

 以上より，教育課程，授業科目の実施における教員間の連絡調整のための組織を整備している。 
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資料６－７－① 「鳴門教育大学教育研究組織規則（第７条抜粋）」 

第３節 専攻会議 

（専攻会議） 

第７条 各専攻に，当該専攻の教育を担当する教員をもって構成する専攻会議を置くものとする。ただし，人間教育専攻及び教科・

領域教育専攻については，置かないことができる。 

２ 専攻会議に議長を置き，専攻長をもって充てる。 

３ 専攻会議は，次の各号に掲げる事項について審議する。 

(1) 各専攻の教育課程の編成に関する事項 

(2) 学位論文（専門職学位課程にあっては，学修評価），選抜試験，課程の修了及び就職等に関する事項 

(3) 大学院学校教育研究科委員会等から検討を依頼された事項 

(4) その他専攻長が必要と認めた事項 

（出典 「鳴門教育大学教育研究組織規則」） 

参照URL http://www.naruto-u.ac.jp/kisoku/img/02kanriunei/206.pdf 

 

 

 

２ 「長所として特記すべき事項」 

（１）教育の質保障のための組織体制整備 

 教育の質保障のための組織体制整備を以下のように進めている。 

①授業実践の組織体制 

 理論と実践の往還を具現化する授業を実施するために，研究者教員と実務家教員が２人ないし３人がチームとなり，TT授業を実施

している。 

②「教職大学院の実習等の FD システム共同開発」（文部科学省大学改革推進事業 「専門職大学院等における高度専門職業人養成教

育推進プログラム」（平成20～21年度）を進める組織体制の整備 

 教職大学院において，高度専門職業人をより効果的に養成するカリキュラム開発を目途とした 3つの部会が設定され，兵庫教育大

学，上越教育大学と共同組織を設定した。 

 兵庫教育大学が主管となって取り組む第 1ワーキンググループに２名の専任教員が参加し，鳴門教育大学が主管となって取り組む

第 2ワーキンググループには，専攻長以下8名の専任教員が参加し，さらに上越教育大学が主管となって取り組むだ3ワーキンググ

ループには，２名の専任教員が参加し，共同開発に取り組んでいる。 

③FD委員会組織を中心としたFDシステムの確立と展開 

 全ての授業に対して「大学院生による授業評価」を実施し，その結果を受けて授業者が授業の自己分析，報告書作成を行っている。

さらにFD委員会が自己評価結果を評価する体制を整え，不断の授業改善システムを構築している。 

④教育委員会等，学校関係者との連携による質保障体制の整備 

「連携協力校運営チーム」を組織するなど，教育委員会，連携協力校の学校関係者による FD，実習評価を行う体制を整えている。 

実習の内容・方法等の改善，院生指導の在り方等における忌憚のない意見を吸い上げ，不断の改善を推進するシステムを構築して

いる。 

以上，①～④のように教職大学院にかかわる全ての立場から全方位的な評価が得られるシステムとそれを支える体制を整えている。 

（２）広報にかかる組織体制整備 

 設置から 2 年が経過したが，その教育の内実はそれほど周知されていない状況にある。教職大学院での院生の学びの内実等を周知

し，高度専門職業人の養成に応える仕組みとしての教職大学院と，そこで学びたい（学ばせたい）というニーズを高めることは，そ
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のまま教育の質保障につながることと考える。そのため，広報組織についても以下のような創発的組織を立ち上げながら精力的に展

開している。 

①全国主要都市における大学院説明会の実施体制整備 

②各都府県教育委員会への訪問，広報体制整備 

③現在，院生を派遣いただいている県への広報誌の作成・配布体制整備 

④徳島県教育委員会，並びに県下市町村教育委員会への広報体制の整備 

 最終的には，各学校の各教員まで，教職大学院の理念やそこでの学修内容を周知できるように，広報活動を工夫・推進し，そのた

めの体制整備をさらに進めていく計画を構想している。 



基準領域７ 施設・設備等の教育環境 

１ 基準ごとの分析 

基準７−１ Ａ 

○ 教職大学院の教育研究組織及び教育課程に対応した施設・設備並びに図書、学術雑誌等の教育研究上必要な

資料が整備され、有効に活用されていること。 

 

［基準に関わる状況］ 

施設・設備に関して、現職教員対象の 3 コースでは、昨年度（平成 20 年度）は教職大学院 1 年目であるため、

１年次生用の院生室のみが設置されたが、本年度（平成 21 年度）は主として２年次生が利用するための部屋とし

て、①資料分析実習室（１室×３コース）、②ゼミナール室（６室）、③資料編集室（１室）、④資料室（１室）が

設置された。いずれも、授業や院生の自主学習・情報交換に有効に活用されている。学部卒業程度の学生を対象

とする教員養成特別コースでは、昨年度設置した 2 室のうち１室を 2 年次用として整備した。それら 2 室と、昨

年度「教職大学院の授業等に優先的に使用できる」と報告した部屋（セ 107 等）では、院生が自主学習を行うだ

けでなく、実習において実践する授業の準備や、模擬授業、実践映像の分析を行う場としても活用されている。 

《資料「平成 21 年度新たに整備した教職大学院関連施設」》 

 ①教職大学院資料分析実習室（３室）…人文棟 A417、A421（左）、A421（右） 

②教職大学院ゼミナール室（６室）…人文棟 A416（左）、A423、A515、A717(A+B)、A717(C)、A717(D) 

 ③教職大学院資料編集室（１室）…人文棟 A422 

 ④教職大学院資料室（１室）…人文棟 A416（右） 

 教職大学院院生研究室（１室）…地域連携センター セ 308 

  ※その他の教職大学院関連施設は、昨年度の「鳴門教育大学教職大学院自己評価書」のとおりであり、 

   整備済みである。 

（参考資料：鳴門教育大学平成 22 年度キャンパス MAP（平面図） pp。 2-4、 14） 

新たに設置した部屋には昨年度同様、ネットワークやカラープリンタ、スキャナー等を設置し、教育研究のた

めに利用可能となっている。教職大学院院生研究室（セ 308）では、院生が自主学習や実習で利用できるよう、

ノート PC（3 台）、書画カメラ（3 台）、ビデオカメラ（5 台）を新たに整備した。情報機器の利用は、全学共通施

設である高度情報研究教育センター及び学内各棟の端末室でも利用できる。高度情報研究教育センターでは本年

度 2 月にシステムのリプレイスが行われたため、今後、教育研究活動での利便性が向上すると期待される。 

図書、学術雑誌等に関しては、附属図書館に実践的研究のための資料が蓄積されているが、必要な資料につい

ては各コースで系統的恒常的に整備を進めている。 

（基準の達成についての自己評価：Ａ） 

教職大学院の教育研究組織及び教育課程に対応した施設等が整備され、稼働率も高く有効に活用されており、

基準を十分に達成していると言える。 

 

２「長所として特記すべき事項」 

 該当なし。 
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第第第第８８８８章章章章    基準基準基準基準８８８８：：：：管理運営等（含む，情報公開）管理運営等（含む，情報公開）管理運営等（含む，情報公開）管理運営等（含む，情報公開）    

１ 基準ごとの分析 

    

基準基準基準基準    ○○○○各教職大学院の目的を達成するために必要な管理運営のための組織及びそれを支える事務組織が整備され，機能しているこ各教職大学院の目的を達成するために必要な管理運営のための組織及びそれを支える事務組織が整備され，機能しているこ各教職大学院の目的を達成するために必要な管理運営のための組織及びそれを支える事務組織が整備され，機能しているこ各教職大学院の目的を達成するために必要な管理運営のための組織及びそれを支える事務組織が整備され，機能しているこ

と。と。と。と。    

 

【基準に係る状況】 

教職大学院の管理運営に関する事項を審議するため，専攻会議及びコース会議を設置している。専攻会議及びコース会議の

構成，審議事項は，「鳴門教育大学教育研究組織規則第６～９条」に規定している（貼付資料８－１－①）。専攻会議等は，

定期的かつ臨時に開催することとしている。 

 

資料８－１－① 「鳴門教育大学教育研究組織規則（第６条～第９条抜粋）」 

第２節専攻長及び副専攻長 

（専攻長等） 

第６条 各専攻に，学則第２５条第２項に規定する専攻長を置く。 

２ 専攻長は，当該専攻における教育及び運営に係る業務を掌理する。 

３ 各専攻に専攻長の業務を補佐するため，必要に応じて，副専攻長を置くことができる。 

第３節専攻会議 

（専攻会議） 

第７条 各専攻に，当該専攻の教育を担当する教員をもって構成する専攻会議を置くものとする。ただし，人間教育専攻及び教科・

領域教育専攻については，置かないことができる。 

２ 専攻会議に議長を置き，専攻長をもって充てる。 

３ 専攻会議は，次の各号に掲げる事項について審議する。 

(1) 各専攻の教育課程の編成に関する事項 

(2) 学位論文（専門職学位課程にあっては，学修評価），選抜試験，課程の修了及び就職等に関する事項 

(3) 大学院学校教育研究科委員会等から検討を依頼された事項 

(4) その他専攻長が必要と認めた事項 

第４節コース長及びコース会議 

（コース長） 

第８条 各コースに，教育及び運営に関する業務を処理するため，コース長を置く。 

（コース会議） 

第９条 各コースに，当該コースに配属された教員をもって構成するコース会議を置く。 

２ コース会議に議長を置き，コース長をもって充てる。 

３ コース会議は，次の各号に掲げる事項について審議する。ただし，専攻会議を置かない専攻のコースにあっては，第７条第３

項各号に掲げる事項を含む。 

(1) 各コースの教育課程の編成等に関する事項 

(2) その他コース長が必要と認めた事項 

（出典 「鳴門教育大学教育研究組織規則」） 

参照URL http://www.naruto-u.ac.jp/kisoku/img/02kanriunei/206.pdf 
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教職大学院の管理運営のための組織として，「教職大学院コラボレーションオフィス」を置き（貼付資料６－４－①：■頁

参照），総務課，企画課，教務課，入試課と連携を取りながら，教職大学院の管理運営業務を遂行している。教職大学院の運

営上，教育委員会，学校との連携，教育課程等について迅速な意思決定を行う必要があることから，コラボレーションオフィ

ス担当教員，事務担当者，コラボレーションオフィスのチーフコーディネイターを構成員とする「コラボ会議」を２週間に１

回程度の頻度で開催している。 

以上より，教職大学院の目的を達成するために必要な管理運営のための組織及び事務組織が整備され，機能している。 

 

 

基準基準基準基準    ○教職大学院における教育活動等を適切に遂行できる財政的基礎を有していること。○教職大学院における教育活動等を適切に遂行できる財政的基礎を有していること。○教職大学院における教育活動等を適切に遂行できる財政的基礎を有していること。○教職大学院における教育活動等を適切に遂行できる財政的基礎を有していること。    

 

【基準に係る状況】 

本学では，各コース等における教育研究の経費は，それぞれのコースの教員の研究業績（業績評価による傾斜配分），学生

数等を勘案して配分されている。教職大学院についてもこの経費配分の原則に従って，各コースに研究・教育費の配分が行わ

れている（貼付資料８－２－①）。 

以上より，教職大学院の教育研究を適切に執行できる財政的基盤は整備されている。 

資料８－２－① 「学内予算編成方針（抜粋）」 

 

（出典 学内予算編成方針） 
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基準基準基準基準    ○各教職大学院における教育活動等の状況について，広く社会に周知を図ることができる方法によって，積極的に情報が提供○各教職大学院における教育活動等の状況について，広く社会に周知を図ることができる方法によって，積極的に情報が提供○各教職大学院における教育活動等の状況について，広く社会に周知を図ることができる方法によって，積極的に情報が提供○各教職大学院における教育活動等の状況について，広く社会に周知を図ることができる方法によって，積極的に情報が提供

されていること。されていること。されていること。されていること。    

 

【基準に係る状況】 

教職大学院の目的，教育方法，指導方法，教員組織等を教育委員会，学校，教員等に広報する方策として，「教職大学院ガ

イドブック」を作成し，教育委員会，学校等に配付している。本学ウェブページにおいてもこれを公開しており，学内外から

自由に閲覧できる（貼付資料８－３－①）。ウェブページでは，この他にも，大学院入試案内，大学院紹介用のビデオを公開

（貼付資料１－３－①：■頁参照）している。 

以上より，教育活動等の状況について，広く社会に周知を図っている。 

資料８－３－① 「国立大学法人鳴門教育大学ウェブページ『大学院受験生の方へ』」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新版を張り付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典 鳴門教育大学ウェブページ 大学院受験生の方へ） 

参照URL http://www.naruto-u.ac.jp/menu/master.html 
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基準基準基準基準    ○各教職大学院における教育活動及び管理運営業務等に関する自己点検・評価及び外部評価等の基礎となる情報について，適○各教職大学院における教育活動及び管理運営業務等に関する自己点検・評価及び外部評価等の基礎となる情報について，適○各教職大学院における教育活動及び管理運営業務等に関する自己点検・評価及び外部評価等の基礎となる情報について，適○各教職大学院における教育活動及び管理運営業務等に関する自己点検・評価及び外部評価等の基礎となる情報について，適

宜，調査及び収集を行い，適切な方法宜，調査及び収集を行い，適切な方法宜，調査及び収集を行い，適切な方法宜，調査及び収集を行い，適切な方法で保管されていること。で保管されていること。で保管されていること。で保管されていること。    

【基準に係る状況】 

教職大学院には，「教職大学院自己点検・評価委員会」（貼付資料８－４－①），「ＦＤ委員会」を設置し，教育活動，管

理運営に関する自己点検・評価を行う体制を整えている。 

教育活動に関しては，全ての学生に週ごとに「リフレクションシート等」（貼付資料３－１－⑤，３－１－⑥：■頁参照）

を作成させ，講義，演習，実習科目について学生の学習状況と問題点をタイムリーに把握できる体制を整えている。また，全

ての授業科目について授業評価を実施している（別添資料４－１－②～４－１－④）。また、その結果に基づき、「平成２０

年度教職大学院授業評価報告書」を刊行した(２００９年９月３０日)。 

外部評価については，上述の「自己点検・評価委員会」の構成員に他専攻の教員を加え，教職大学院の管理運営評価を受け

る体制を整えている。また，「カリキュラム開発チーム」においても，四国４県の教育委員会関係者を構成員として加え，教

職大学院の教育活動，運営について外部からの評価を受ける体制を整えている。 

これらの資料については，「教職大学院コラボレーション・オフィス」でファイリングし，文書管理規則に沿って保管され

ている。 

以上より，自己点検・評価の推進体制，関連する情報の収集保管体制等は整備されており，適切な方法で保管されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料８－４－① 「教職大学院自己点検・評価委員会」⇒ 平成２１年度版に差し替え 

 

（出典 委員会名簿） 
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２ 「長所として特記すべき事項」 

①「教職大学院カリキュラム開発チーム」には，四国４県の教育委員会関係者を構成員とするなど徳島県はもとより，四国

４県の教育委員会との連携構築を推進している。 

    ②「教職大学院コラボレーションオフィス」を設置し，教育委員会・学校との円滑な連携調整を行う体制を整備し，機能さ

せている。 
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第９章 基準９：教育の質の向上と改善 

１ 基準ごとの分析 

    

基準基準基準基準    ○○○○教育教育教育教育のののの状況等について点検状況等について点検状況等について点検状況等について点検・・・・評価し，その結果に基づいて改善・向上を図るための体制が整備され，取り組みが行われてお評価し，その結果に基づいて改善・向上を図るための体制が整備され，取り組みが行われてお評価し，その結果に基づいて改善・向上を図るための体制が整備され，取り組みが行われてお評価し，その結果に基づいて改善・向上を図るための体制が整備され，取り組みが行われてお

り，機能していること。り，機能していること。り，機能していること。り，機能していること。    

 

【基準に係る状況】 

教職大学院において，平成20年度より，日本教育大学協会教職大学院認証評価機関の基準に従い，組織的に自己点検・

評価を実施している。資料９－１－１(要項)の自己点検・評価委員会を設置し，平成 20年度の自己点検・評価を実施し，

平成21年9月に報告書を出した（資料 9-1-2）。平成21年度は，教員養成評価機構の基準に従い，自己評価を毎年実施

し，教育の質の向上と改善に努めている。 

学生からの意見聴取として，授業評価を全ての科目において実施している。評価結果を「ＦＤ委員会」で分析し，３段

階で評価するとともにコメントを付して次年度の授業改善のためにフィードバックし，個々の教員に改善を促すことで教育の

質の向上，改善のための取組を組織的に行っている（貼付資料９－１－３）。 

資料９－１－３ 「『教職大学院授業評価アンケート調査の集計・分析』に対する『FD委員会』からのコメント 

について」 
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（出典 専攻会議資料） 

学生からの授業評価の他，教職大学院の教育方法，カリキュラム，学習環境等については，定期的に意見交換会を開催し，

学生からの意見を聴取するとともに，専攻会議で報告の上，改善策を検討する等，教育状況等の改善・向上に努めている。 

また，シンポジウム，公開授業（貼付資料９－１－４）を開催することで，学外関係者（教職大学院を開設している大学の

関係者，教育委員会の関係者等）の意見や専門職域に係わる社会のニーズを調査し，教育の状況に関する自己点検・評価に適

切な形で反映している。平成21年度は，「専門職大学院等における高度専門職業人養成教育推進プログラム」(テーマ：教職大

学院の実習等のFDシステム共同開発)を兵庫教育大学，上越教育大学と連合で受け，その成果発表と併せて実施した。 

教育内容について，平成21年度，教職大学院としての到達目標を設定し，それに基づくカリキュラムの体系化を図ることと

した(資料9-1-5：体系化表)。また，学生からの意見聴取などを重ね，カリキュラムの見直しを議論し，平成22年度より新カ

リキュラムを導入することとなった。 

以上より，教育の状況等について点検・評価し，その結果に基づき改善・向上を図るための体制を整備している。 
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資料９－１－４ 平成21年度版に差し替え 

 

（出典 平成20年度鳴門教育大学教職大学院「授業公開・授業検討会」パンフレット） 

    

    

基準基準基準基準    ○○○○教職大学院教職大学院教職大学院教職大学院の担当教員等に対する研修等，その資質の向上を図るための組織的な取り組みが適切に行われていることの担当教員等に対する研修等，その資質の向上を図るための組織的な取り組みが適切に行われていることの担当教員等に対する研修等，その資質の向上を図るための組織的な取り組みが適切に行われていることの担当教員等に対する研修等，その資質の向上を図るための組織的な取り組みが適切に行われていること。。。。    

 

【基準に係る状況】 

個々の教員は，授業の質の向上を図るため，前期授業の評価の結果に基づき，それぞれの後期授業及び次年度の教育内容・

教育方法等について改善を図ることとしている。 

また，教職大学院にふさわしい教育課程，教育内容，教育方法等とするため，「ＦＤ委員会」，「コース会議」，「専攻会議」等 

を開催し，教育方法等の改善に取り組んでいる。なお，これらの委員会等で検討した結果は，「授業公開・授業検討会」にお

いて公表している（貼付資料９－２－①）。 

 



鳴門教育大学大学院学校教育研究科高度学校教育実践専攻 第９章 

 - 59 -

資料９－２－① T.T.の取り組みの報告に修正 

 

（出典平成20年度鳴門教育大学教職大学院『授業公開・授業検討会』資料） 

 

ファカルティ・ディベロップメントについては，学生や教職員のニーズを反映させるために，前述のように制度を確立し，

組織的に活動している。特に，実務家教員と研究者教員の相互の連携・意思疎通を図るために授業の計画，実施，評価の各段

階で打ち合わせを行っている。 

本専攻での実習は，原則として，研究者教員と実務家教員がペアを組み，指導を行っている。その中で，研究者教員の持つ

理論的な知見と，実務家教員の持つ実践的な知見を融合させ，院生の実習の成果を高めるとともに，研究者，実務家教員相互

の知見を学び会う機会となり，充実が図られている。 

以上より，担当教員の研修等，その資質の向上を図るための組織的な取組を適切に行っている。 
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２ 「長所として特記すべき事項」 

本専攻では，教職大学院全体として，教育の質を保証するとともに，その改善について，学生，教育委員会，学校関係者の意見も

踏まえ進めていくため，教職大学院としての到達目標を定め(資料 9-3-1：到達目標)，その到達を保障するカリキュラムの体系化を

進めている。学生に対しては，到達目標に対する自己評価を行わせ(2 年間で 5 回)，その結果に基づいて，各自，それ以後の学習の

課題設定を行っている。また，日々の学習の成果については，週録として報告し，主に指導教員がその状況を確認している。 

大学教員は，開設科目と到達目標を関連づけ，その観点について，院生それぞれを評価し，その結果を院生に通知するとともに，

学生の授業評価と対応させ，授業改善を進めている。教育委員会および学校関係者に対しては，実習における学生の状況を到達目標

と関連づけて評価することを求め，その結果を基に，大学側として，教育成果の検証に活かすこととしている(資料 9-3-2，3：教育

委員会，学校向けアンケート調査用紙)。大学教員，学生，教育委員会等の意見について，到達目標とそれに準拠したカリキュラムの

もと集約することで，組織的かつ効率的に教育の質の改善を図ることが可能となっている。この点について，連携協力校，教育委員

会の評価も高く，本専攻の特記すべき特徴といえる。 
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基準領域10 教育委員会及び学校との連携

１ 基準ごとの分析

基準10-1 A

○教職大学院の目的に照らし，教育委員会及び学校等との連携する体制が整備されている。

［基準に係る状況］

連携のための組織と活動状況：教育委員会及び学校との連携を推進するため，本専攻の運営組織に，「教職大

学院カリキュラム開発チーム」，「教職大学院連携協力校運営チーム」を設置するとともに，連携に係る連絡調

整を円滑に遂行するため「教職大学院コラボレーションオフィス」を設置し，教育委員会及び学校との連携構築

のための体制を整えている（「運営組織図」，「鳴門教育大学大学院学校教育研究科高度学校教育実践専攻運営組

織規程，鳴門教育大学教職大学院コラボレーションオフィス規程，参照）。「教職大学院カリキュラム開発チー

ム」（以下単に「開発チーム」と称する）は本専攻のカリキュラム，教育内容，教育方法等に関して，教育委員

会サイドからの意見を聴取することを主たる目的とするものである。平成21年度の構成メンバーは，徳島県以外

にも四国各県からの現職教員派遣を定常的に受け入れていることを勘案し，徳島県，香川県，愛媛県，高知県の

各教育委員会の関係者と，本学関係者によって構成している。平成21年度については，教育委員会からの委員に

は，授業公開時における授業参観を行っていただき，その後のチーム会議を開催した。会議では，主として本専

攻における教育の到達目標とそれに基づく大学院生の中間評価のデータを説明して，本学教職大学院におけるカ

リキュラム，教育内容，教育成果等に関する教育委員会関係者からの意見聴取を行った（「カリキュラム開発チ

ーム会議資料」参照）。この会議で提示されたデマンドサイドからの要望については，専攻会議で専任教員に報

告されるともに，到達目標の見直し等の議論に反映されている。連携協力校運営チームは，主として，新人教員

の養成のための実習の運営を連携して遂行することをねらいとしており，鳴門市教育委員会の代表者，及び鳴門

市校長会の代表者及び本学関係者から構成している。平成20年度においては，新人教員養成のための実習の実施

状況について説明を行い，来年度の実習の実施計画について，教育委員会，学校関係者からの意見聴取を行って

いる。実習生の大学におけるより綿密な指導の必要性などが指摘され，この点については，大学側の指導の見直

しを行っている（「連携協力校運営チーム会議資料」参照）。 また，教職大学院コラボレーションオフィスに

おいては，教育委員会の実務経験のあるスタッフ（チーフコディネイタ）と専任教員から選出されたコーディネ

イタを配置し，主として現職教員の勤務校実習，鳴門市，藍住町，北島町，松茂町で展開している新人教員養成

のための実習等に関して，教育委員会，学校等との日常的に緊密な連絡調整を行っている。

さらに，平成20年度から徳島県教育委員会との間で，「教員人材育成連絡協議会」を新たに設置し，教職大学



院への現職教員の派遣，ならびに修了生の処遇等に関して協議を行っている（「教員人材育成連絡協議会」設置

要項，事務局会議資料参照）。

[特記すべき事項］

本専攻では，教職大学院の教育に関する連携だけでなく，鳴門市，藍住町，北島町，松茂町の各連携協力校を

主たる対象に，学校経営に関する支援を行う組織的活動を展開し，学校と教職大学院の連携の強化をはかってい

る。（「学校改革支援チーム資料」参照）

《資料》

【教職大学院運営組織図】

【運営組織に関する規則】



鳴門教育大学大学院学校教育研究科高度学校教育実践専攻運営組織規程，



鳴門教育大学教職大学院コラボレーションオフィス規程

【教職大学院カリキュラム開発チーム資料（21年度）】

カリキュラム開発チーム会議資料





【連携協力校運営チーム資料（21年度）】

「連携協力校運営チーム会議資料」



【教員人材育成連絡協議会資料】

「教員人材育成連絡協議会」設置要項，事務局会議資料





【学校改革支援チーム資料】

パンフレット等の資料を添付して下さい。

（基準の達成状況についての自己評価：Ａ）

教育委員会及び学校との間で協議する組織の設置（観点10-1-1)，その運営，ならびに教育活動等への充実・

改善への反映(10-1-2)，及び現職教員の派遣，修了者の処遇等に関する協議機関の設置と運営，がいずれも実現

されている。さらに，学校経営上の諸問題の解決に関する連携協力校との間での連携構築なども展開しており，

基準領域10は十分に満たしている。


